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特許庁 1

意匠登録出願の出願動向１

改正法下における関連意匠登録出願の出願状況３

改正法下における組物の意匠の出願状況４

２ 新保護領域（建築物、内装、画像）の出願状況
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特許庁 2

１．意匠登録出願の出願動向 意匠登録出願件数

※2020年における10月の出願件数は暫定値
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２．新保護領域（建築物、内装、画像）の出願状況

特許庁 3

2020年4月から11月までの累計：２７７件

※10月、11月は暫定値
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建築物の意匠の登録例

特許庁 4

【斜視図１】

【意匠に係る物品の説明】
本建築物は、その内部を、衣料品等を販売する店舗と
して、屋上から地上へと切り崩したような形状をなす
屋外部を、遊戯スペースや休憩スペース等として用い
るものである。

商業用建築物（意匠登録第1671773号）
（株式会社ファーストリテイリング）

（参考）ユニクロPARK 横浜ベイサイド店
（株式会社ファーストリテイリング提供）

※新規性喪失の例外規定の適用申請あり



特許庁 5

建築物の意匠の登録例
駅舎（意匠登録第1671774号）
（東日本旅客鉄道株式会社）

【斜視図】

（参考）上野駅公園口駅舎
（東日本旅客鉄道株式会社提供）

※新規性喪失の例外規定の適用申請あり

【意匠の説明】

実線で表した部分が、部分意匠として意匠登録を受

けようとする部分である。斜視図及び各拡大図を含

めて意匠登録を受けようとする部分を特定してい

る。一点鎖線は部分意匠として意匠登録を受けよう

とする部分とその他の部分との境界のみを示す線で

あり、また、ニ点鎖線は部分意匠として意匠登録を

受けようとする部分と地面部分との境界のみを示す

線である。点線で表された部分は権利不要求部分で

ある。底面図は重量物につき省略する。



特許庁 6

２．新保護領域（建築物、内装、画像）の出願状況

2020年4月から11月までの累計：１５３件

※10月、11月は暫定値
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特許庁 7

内装の意匠の登録例
書店の内装（意匠登録第1671152号）
（カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社）

【正面側から見た拡大した透視図】

【意匠に係る物品の説明】
本願意匠は、直線的に縦列状に配置された縦長長方
形の机と壁面の書棚を有する書店の内装である。

（参考）蔦屋書店
（カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社提供）

※新規性喪失の例外規定の適用申請あり



特許庁 8

内装の意匠の登録例
回転寿司店の内装（意匠登録第1671153号）
（くら寿司株式会社）

【斜視図】

【意匠の説明】
この意匠登録出願の意匠は回転寿司店の内装の意匠であり、
支柱と屋根とからなるやぐらの下に、机、椅子、パーテー
ション、回転寿司搬送装置を配置した構成からなる。

（参考）くら寿司浅草ROX店
（くら寿司株式会社提供）

※新規性喪失の例外規定の適用申請あり



特許庁 9

２．新保護領域（建築物、内装、画像）の出願状況

2020年4月から11月までの累計：５８２件

※10月、11月は暫定値
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特許庁 10

画像の意匠の登録例
車両情報表示用画像（意匠登録第1672383号）
（株式会社小糸製作所）

【画像図】 【変化した状態を示す画像図１】【変化した状態を示す画像図２】

【意匠に係る物品の説明】
この画像は、画像投影装置付き車両より路面に照射される画
像である。画像図で表した画像は、使用状態を示す参考図１
乃至３のとおり、走行時もしくは停車時に車両の周辺に照射
され、外部から車両の存在を視認しやすくさせる。また、本
画像は、運転手に車両周辺の路面の状況を視認しやすくさせ
る。車両が進行方向を変更するとき、画像図、及び、変化し
た状態を示す画像図１及び２のとおり、変更向きに応じて変
化して照射される。

（参考）エリアマーカー™（株式会社小糸製作所提供）

※新規性喪失の例外規定の適用申請あり



特許庁 11

３．改正法下における関連意匠登録出願の出願状況

2020年4月から9月までの累計 本意匠の公報発行前の出願 １,５６３件

本意匠の公報発行後の出願 ４９４件
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特許庁 12

関連意匠の登録例

意匠登録第1462563号
出願日：2012年 6月29日
登録日：2013年1月18日

意匠登録第1672255号
出願日：2020年 4月1日

意匠登録第1462061号
出願日：2012年 6月29日
登録日：2013年1月18日

本意匠
本意匠の公報発行前
の関連意匠出願

本意匠の公報発行後の関連意匠出願

エアーコンディショナー（三菱電機株式会社）
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4．改正法下における組物の意匠の出願状況

出願件数

1 一組の食品セット 0

2 一組の嗜好品セット 0

3 一組の衣服セット 0

4 一組の身の回り品セット 0

5 一組の美容用具セット 0

6 一組の繊維製品セット 0

7 一組の室内装飾品セット 0

8 一組の清掃用具セット 0

9 一組の洗濯用具セット 0

10 一組の保健衛生用品セット 1

11 一組の飲食用容器セット 1

12 一組の調理器具セット 0

13 一組の飲食用具セット 0

14 一組の慶弔用品セット 0

15 一組の照明機器セット 0

16 一組の空調機器セット 0

17 一組の厨房設備用品セット 0

18 一組の衛生設備用品セット 0

19 一組の整理用品セット 0

20 一組の家具セット 3（うち部分１）

21 一組のペット用品セット 0

22 一組の遊戯娯楽用品セット 0

出願件数

23 一組の運動競技用品セット 0

24 一組の楽器セット 0

25 一組の教習具セット 1

26 一組の事務用品セット 1

27 一組の販売用品セット 2

28 一組の運搬機器セット 0

29 一組の運輸機器セット 20

30 一組の電気・電子機器セット 4（うち部分３）

31 一組の電子情報処理機器セット 0

32 一組の測定機器セット 0

33 一組の光学機器セット 0

34 一組の事務用機器セット 0

35 一組の販売用機器セット 0

36 一組の保安機器セット 0

37 一組の医療用機器セット 1

38 一組の利器、工具セット 0

39 一組の産業用機械器具セット 0

40 一組の土木建築用品セット 0

41 一組の基礎製品セット 1

42 一組の建築物 0

43 一組の画像セット 1

2020年度4月から9月までの累計 ３６件（部分４）

意匠法施行規則 別表第二 組物の意匠 ４３品目
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4． （参考）（旧）別表第二 組物の意匠５６品目

出願件数

1 一組の下着セット 0

2 一組のカフスボタン及びネクタイ止めセット 0

3 一組の装身具セット 0

4 一組の喫煙用具セット 0

5 一組の美容用具セット 0

6 一組のひなセット 0

7 一組の洗濯機器セット 0

8 一組の便所清掃用具セット 0

9 一組の洗面用具セット 0

10 一組の電気歯ブラシセット 0

11 一組のキャンプ用鍋セット 0

12 一組の紅茶セット 0

13 一組のコーヒーセット 0

14 一組の酒器セット 0

15 一組の食卓用皿及びコップセット 0

16 一組のせん茶セット 0

17 一組のディナーセット 1

18 一組の薬味入れセット 0

19 一組の飲食用ナイフ、フォーク及びスプーンセット 1

20 一組のいすセット 0

21 一組の応接家具セット 1

22 一組の屋外用いす及びテーブルセット 0

23 一組の玄関収納セット 0

24 一組の収納棚セット 0

25 一組の机セット 0

26 一組のテーブルセット 2

27 一組の天井灯セット 0

28 一組のエアーコンディショナーセット 0

組物の意匠の出願（2019年度）
出願件数

29 一組の洗面化粧台セット 0

30 一組の台所セット 0

31 一組の便器用付属品セット 0

32 一組の紅茶セットおもちゃ 0

33 一組のコーヒーセットおもちゃ 0

34 一組のディナーセットおもちゃ 0

35 一組の薬味入れセットおもちゃ 0

36 一組のナイフ、フォーク及びスプーンセットおもちゃ 0

37 一組のゴルフクラブセット 0

38 一組のドラムセット 0

39 一組の事務用具セット 1

40 一組の筆記具セット 0

41 一組の自動車用エアスポイラーセット 0

42 一組の自動車用シートカバーセット 0

43 一組の自動車用フロアマットセット 4

44 一組の自動車用ペダルセット 0

45 一組の自動二輪車用カウルセット 0

46 一組の自動二輪車用フェンダーセット 0

47 一組の車載用経路誘導機セット 0

48 一組のオーディオ機器セット 0

49 一組の車載用オーディオ機器セット 0

50 一組のスピーカーボックスセット 2

51 一組のテレビ受像機セット 0

52 一組の光ディスク再生機セット 0

53 一組の電子計算機セット 0

54 一組の自動販売機セット 0

55 一組の医療用エックス線撮影機セット 0

56 一組の門柱、門扉及びフェンスセット 0
年度計 12件



特許庁 15

組物の登録例 一組の家具セット（意匠登録第1673724号）

【使用状態を示す参考図２】

【斜視図】
（ミサワホーム株式会社）

【意匠の説明】
斜視図、正面図、底面図、使用状態を示す参
考斜視図１、使用状態を示す参考斜視図２に
おいて、青色で着色された部分以外の部分
が、意匠登録を受けようとする部分である。
（以下略）

【意匠に係る物品の説明】
本物品は、複数の棚板を備えた第一収納家具と、
当該第一収納家具における下部の、開放された
格納スペースに格納されるキャスター付きの第
二収納家具と、からなる一組の家具セットであ
る。 第一収納家具は、左右に間隔を空けて配
置された側板と、これら左右の側板間に架け渡
されて設けられた上記の複数の棚板と、を備え
る。左右の側板は、床上に設置される。そして、
複数の棚板のうち最も下方に位置する棚板の下
面よりも下方が、上記の格納スペースとなって
いる。 第二収納家具は、正面側と背面側に開
口部が形成された箱状の収納部と、収納部にお
ける底板の下面に設けられた上記のキャスター
と、を備える。
（中略）収納部における天板は、上記した中央
の側板及び扉の上方に突出しており、かつ、当
該突出した部分と、中央の側板及び扉の上端面
との間には隙間が形成された状態となっている。
第二収納家具は、第一収納家具における格納ス
ペースから引き出して移動させることができ、
天板の上面に載って、第一収納家具における複
数の棚板の上面を使用することができる。

【使用状態を示す参考図１】

※新規性喪失の例外規定の適用申請あり


